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新基本計画の策定に当たって

　本年３月に策定した葛飾区基本構想の理念である「人権・平和・多様性の尊重」、「持
続的な発展」、「協働によるまちづくり」、将来像として掲げた「みんなでつくる、水と
緑と人情が輝く　暮らしやすいまち・葛飾」を実現するため、令和３年度から令和12
年度までを計画期間とする葛飾区基本計画を策定しました。
　この葛飾区基本計画では、「夢と誇りあるふるさと葛飾の実現」と「区民との協働に
よる、いつまでも幸せに暮らせるまちづくり」を基本方針として掲げています。
　本区の人口推計では、長期的には人口減少や少子高齢化が進展していくことが見込
まれております。こうした中、本区がいつまでも豊かに発展していくためには、区民、
事業者、団体等、このまちに集う多様な皆様と区が、「葛飾区を良いまちにしていこう」
という思いを共有しながら協働し、持続可能なまちづくりを進めていくことが大切で
あると考えております。この基本方針に基づき、世界共通の目標であるSDGsが目指す
経済・社会・環境の全ての面における発展を図り、住み慣れた地域で誰もがいきいき
と健やかに、住み続けることで幸せや喜びを感じながら暮らせるまちづくりを進めて
まいります。
　また、この基本方針の実現に向け、重点的、戦略的、横断的に進めていく必要のあ
る取組として「葛飾・夢と誇りのプロジェクト」を掲げました。このプロジェクトを
推し進めることにより、地震、水害、感染症等のあらゆる危機への対応、健康寿命の
延伸、共生社会の実現、新金貨物線の旅客化をはじめとする交通環境の充実といった、
安全・安心・快適な区民生活の実現に向けた取組や、切れ目のない子ども・子育て支援、
教育環境の充実といった区民ニーズの高い取組、新たな時代に対応するためのデジタ
ルトランスフォーメーションの推進など、今後の本区の豊かで持続可能な発展に向け
て必要な取組を着実に推進し、「夢と誇りあるふるさと葛飾」を実現してまいります。
　最後になりましたが、葛飾区基本計画の策定に当たり、区議会をはじめ、ご検討い
ただいた基本構想・基本計画策定委員会の委員の皆様、貴重なご意見をお寄せいただ
きました皆様に厚く御礼申し上げます。

令和３（2021）年８月

葛飾区長　
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将来像

基本構想の理念

１　人権・平和・多様性の尊重
　 　全ての人々は、平和な社会の中で、安全で健康な生活を営み、個性を尊重され、誰もが持てる
能力を十分に発揮し、その人らしい人生を全うする自由と平等を保障されなければなりません。
　 　そのために、全ての人々が、平和を尊び、多様性を尊重することが個人にとっても組織や社会
にとっても能力の発揮や価値の創造において重要であると認識し、互いの人権と個性を尊重し、
協力し合い、支え合う、多様な可能性が開花する豊かな地域社会を構築していきます。

３　協働によるまちづくり
　 　地域の人々の発意と活力に満ちた地域社会を構築していくためには、そこに住み、働き、学び、
憩う全ての人々が、まちづくりの主役として、共に取り組んでいかなければなりません。
　 　地域に集う多様な主体が、互いの信頼と尊重の下、共に区の未来を考え、それぞれの得意とす
るところを活かしながら協働してまちづくりを進めていくことで、豊かな地域社会を構築してい
きます。

２　持続的な発展
　 　本区が将来にわたって繁栄していくためには、年齢構成のバランスを取りながら人口総数を維
持していくとともに、経済・社会・環境の統合的な向上を図っていかなければなりません。
　 　経済的な豊かさに加え、心の豊かさや生活の質の面からも持続的な進化・発展を追求し、誰も
が幸福を実感しながら安全・安心・快適に暮らし続けられる、真に豊かな地域社会を構築してい
きます。

葛飾区基本構想

みんなでつくる、
水と緑と人情が輝く
暮らしやすいまち・葛飾



基本的な方向性

５　先進技術を最大限に活用し、洗練された質の高い生活を送れるまち
　 　日進月歩で進化する先進技術をあらゆる産業や区民生活に取り入れながら、経済的発展と地域課題の
解決を図り、誰もが洗練された質の高い生活を送れるまちを目指します。

４　葛飾らしい文化や産業が輝く、笑顔とにぎわいあふれるまち
⑴　葛飾の魅力があふれる、にぎわいあるまち

　　 　本区の豊かな人情に根差した地域力や優れた産業力などの魅力を磨き上げ、生活を豊かに楽しめる、
にぎわいあるまちをつくります。

⑵　誰もが誇りを持ち、心豊かに暮らせるまち
　　 　葛飾らしさのある豊かな地域文化や、ふるさと葛飾を愛する心・誇りを育み、誰もが文化・芸術に
触れつつ、心豊かに暮らせるまちをつくります。

３　人や自然にやさしく、誰もが快適に暮らせる美しいまち
⑴　人にやさしく、誰もが自分らしく暮らせるまち

　　 　誰もが、思いやりの心を持って互いの個性や文化の違いを認め合い、共に支え合いながら自分らし
く暮らせるまちをつくります。

⑵　自然にやさしく、美しい都市環境を創造するまち
　　 　葛飾の特性である河川や緑豊かな環境を活かしながら美しい都市環境を創造するとともに、地球温
暖化やそれに伴う気候変動に対応し、環境負荷の少ない、自然にやさしいまちをつくります。

⑶　いつまでも快適に暮らし続けられるまち
　　 　地域の特性を踏まえながら、良好な市街地を形成しつつ利便性の高い交通環境を整備し、誰もがい
つまでも快適に暮らせる持続可能なまちをつくります。

２　子どもが元気に育ち、誰もが生涯にわたって成長し活躍できるまち
⑴　安心して子どもを産み育てられ、子どもが元気に成長できるまち

　　 　地域全体で家庭や子どもを見守り、支え合いながら、誰もが安心して子どもを産み育てられ、子ど
もが元気に成長できるまちをつくります。

⑵　夢や希望を胸に、子どもたちがたくましく成長し、活躍できるまち
　　 　子どもたちが葛飾に住む誇りと自信を胸に、自らの夢や希望を実現し、地域の担い手としても活躍
できるまちをつくります。

⑶　生涯にわたって学び、充実した活動ができるまち
　　 　誰もが生涯にわたって、学び、文化・芸術、スポーツなどを楽しみながら、いきいきと活動し、心
豊かな人生を送れるまちをつくります。

１　いつまでもいきいきと幸せに暮らせる、安全・安心なまち
⑴　いつまでも安全に暮らし続けられるまち

　　 　災害、犯罪、事故、感染症などのあらゆる危機から生命と財産が守られるよう、「自分の身は自分
で守る」という意識の下、自助・共助・公助の取組を進めて防災力を向上し、いつまでも安全に暮ら
し続けられるまちをつくります。

⑵　いつまでもいきいきと健やかに暮らせる安心なまち
　　 　生涯を通じていきいきと健やかに暮らせる環境と、支援を必要とする方や家族を地域で包括的に支
える環境を整備し、誰もが、住み慣れた地域で支え合いながら、安心して暮らし続けられるまちをつ
くります。



　葛飾区基本計画は、葛飾区基本構想に掲げる将来像等を実現するための基礎となる総合計画で
す。各施策を体系的に示し、区全体の目標や方向を具体化したものとして、実施計画や分野別の
個別事業計画の指針とします。また、区民、事業者などの様々な主体と区が協働して着実にこれ
からの葛飾区を築いていくために、共有する指針となるものです。
　近年の人口構造や産業構造など、様々な社会経済状況の変化を視野に入れつつ、これまでの歩
みを更に進めるために、基本計画に基づき、新たな施策の展開と、時代に即応した戦略的かつ計
画的な区政運営を進めます。

　令和３（2021）年度から令和12（2030）年度までを計画期間とします。また、４か年にわ
たる実施計画を策定するとともに、３年目に施策の推進状況等を踏まえ、次期の実施計画の策定
を行います。

１　計画の役割

２　計画の期間

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 2029年度 2030年度
令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度

・世論調査の
実施

・中期実施計画
の策定 ・世論調査の

実施
・後期実施計画

の策定

基本構想（令和３年～）

基本計画（令和３年度～令和12年度）

前期実施計画（令和３年度～令和６年度）

中期実施計画（令和６年度～令和９年度）

後期実施計画（令和９年度～令和12年度）

基本計画の概要第１章
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１　基本構想
　本区の将来像や理念、基本的な方向性を示すものです。
　長期にわたり区が目指すべき将来像、区政運営の根本を貫く理念、将来像の実現に向けた基本
的な方向性を示します。
２　基本計画
　基本構想に掲げる区の将来像等を実現するための基礎となる10か年の総合計画です。
　基本構想の基本的な方向性の下に各政策を設け、政策を達成するための手段を各施策として具
体化します。施策の下に位置付けられる計画事業の概要や事務事業の体系を示します。
３　実施計画
　基本計画に基づく４か年の具体的な事業計画です。
　基本計画に基づき、計画事業の活動量や財政計画、計画事業の実現性の見通しを示すとともに、
各年度の重点事業や予算編成等の指針とするものです。
４　予算編成・執行
　計画事業の進捗状況や成果指標の達成状況などを的確に把握した上で、評価・分析・見直しを
行い、その結果を各年度の重点事業や予算編成に反映させ、事務事業の改善などを進めます。

３　計画の体系

計画事業の詳細
（活動量等）

事務事業
の体系

施策 施策 施策

計画事業
の概要

事務事業
の体系

施策

計画事業
の概要

事務事業
の体系

施策

政策 政策

計画事業
の概要

施策

基本的な方向性

将来像

事務事業
の体系

計画事業の詳細
（活動量等）

計画事業 事務事業

事業執行

検証・評価改善

立案 事業執行

検証・評価改善

立案

理念

理念 理念
本区の将来像や理念、基

本的な方向性を示すもの

基本構想

基本構想に掲げる区の将
来像等を実現するための基
礎となる10か年の総合計画

基本計画

基本計画に基づく４か年
の具体的な事業計画

実施計画

PDCAサイクルにより、
各事業の改善を図ります。

予算編成・執行

計画事業の詳細
（活動量等）

計画の体系
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　葛飾区基本構想に掲げる将来像等を実現するため、次の２点を基本計画の基本方針として掲げ、
政策・施策を進めていきます。

　基本計画では、14の「葛飾・夢と誇りのプロジェクト」を掲げ、重点的かつ戦略的な取組を進
めるとともに、これから育てていく事業や、現状の政策・施策体系を横断して取り組むべき事業の
展開を図り、いつまでも幸せに暮らせる「夢と誇りあるふるさと葛飾」を実現していきます。

Ⅰ　基本方針

○　�未来に夢と希望を抱き、誇りを持って暮らせる、子どもが輝き、にぎわいに満ちた、
平和で住みよいまち葛飾を実現します。

○　�全ての人々が個性ある人間として互いの人権が尊重され、多様な可能性が開花する、
ユニバーサルデザインに貫かれた地域社会を実現します。

１　夢と誇りあるふるさと葛飾の実現

○　�区民、事業者、団体などの多様な主体と区が、それぞれの役割を果たしつつ、互い
に連携・協働しながら、まちづくりを進めます。

○　�人口総数の維持・増加を図りながら、SDGsが目指す経済・社会・環境の全ての面
における発展に向け、成長と成熟とが調和した持続可能なまちづくりを進めます。

○　�いつまでも、住み慣れた地域で誰もがいきいきと健やかに、住み続けることで幸せ
や喜びを感じながら暮らせるまちづくりを進めます。

２　区民との協働による、いつまでも幸せに暮らせるまちづくり

Ⅱ　葛飾・夢と誇りのプロジェクト

基本方針等第２章

１� 協働推進プロジェクト
２� 「健康長寿のまち、葛飾」推進プロジェクト
３� 共生社会実現プロジェクト
４� 「子育てするなら、葛飾で」推進プロジェクト
５� 学力・体力向上プロジェクト
６� 危機対応力向上プロジェクト
７� 安全・快適な交通環境実現プロジェクト

８� 「ゼロエミッションかつしか」実現プロジェクト
９� 花いっぱいのまちづくり推進プロジェクト
10　産業応援プロジェクト
11　「観光・文化のまち葛飾」推進プロジェクト
12　公共施設の魅力向上プロジェクト
13　かつしかファンド活用プロジェクト
14　スマートかつしか実現プロジェクト

葛飾・夢と誇りのプロジェクト
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　葛飾区では、区が活動団体や事業
者などと特定の目的に向けて連携・
協力するものだけでなく、多様な人
や団体などが地域社会をより良くし
ようという思いを持って活動するこ
とそのものも含め、「協働」と位置
付けています。
　住み、働き、学び、集う様々な主
体が、区への誇りを持ち、それぞれ
の得意分野や魅力を発揮しながら地
域でいきいきと活躍する社会を目指
し、そのための環境づくりを進めて
いきます。

　介護分野と医療分野が協働したフレイル予
防事業や、若いうち、元気なうちから区民が
自らの健康管理や健康維持を意識できるよ
う、運動、食生活の改善や生活習慣の見直し
など、それぞれのライフスタイルに合わせて
日常生活の中で継続して実践できる取組を進
めていきます。
　子どもから高齢者まで、あらゆる年代の区
民がスポーツに親しみ、日常生活の中に運動
習慣を取り入れることができる環境を整備す
ることで、生涯を通じての、切れ目のない健
康づくりを支援し、いつまでも元気に若々し
く活躍できるまちをつくります。

１　協働推進プロジェクト　～広げる、深める、協働によるまちづくり～

２　「健康長寿のまち、葛飾」推進プロジェクト
　　～生涯を通じての、切れ目のない健康づくり～

いつまでも元気に活躍できるまち

気づく︕

健康診査の受診促進 職域保健との連携

行動する︕

スポーツに親しむ 食生活の改善

つなぐ︕
・各種健康診査の結果を受けて、健康状態に合わせた健康増進
につながる取組を案内

・保健指導事業等と連携し、ライフスタイルや健康課題に合わ
せたスポーツ事業を提案

・「実際に行動につながったか」を検証し、更なる健康増進を支援

子どもから高齢者まで、スポーツ
に親しみ、日常生活の中に運動習慣
を取り入れられる環境の充実

・食生活相談
・食と栄養に関する情報提供
・かつしかの元気食堂における
健康メニューの開発・提供

若年者も受診
しやすい健(検)
診体制を整備し、
受診を促進

事業所の健康づくり事業を支援
し、働く世代の健康づくりを促進

適切な行動に
つなげます

若いうちから取り組む、切れ目のない健康づくり

・地域を良くする活動へ
の参加・協力・支援

・知識・技術を活かした
地域貢献

地域を良くする活動、
町会、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動、
イベント等への参加

地域に集う様々な主体が協働して
地域社会をより良くする取組

・地域活性化・課題解決
・団体間の情報共有等
・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの募集・支援
・担い手の確保・育成

地域活動団体 区民 事業者・教育機関

葛飾区
・地域活動の継続や課題解決を支援
・区政・地域の魅力を効果的に発信

地域社会が持続的に発展

社会福祉協議会

NPOなどの
活動団体

自治町会
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　地域共生社会に向け、誰もが取り残されない包括的
な支援体制を整備していきます。また、外国人区民が、
地域の一員として安心して生活していくことができる
よう、多文化共生に向けた取組を充実させます。
　地域が持つ様々な資源とそこに暮らす人との連携・
協働により、誰もがお互いに尊重し合い、いつまでも
自分らしくいきいきと安心して暮らすことができる共
生社会の実現を目指します。

　保護者の子育てに対する不安感等を緩和し、子
どもの健やかな育ちを切れ目なく支援します。
　また、希望する保護者が年間を通じていつでも
保育施設を利用できる環境の充実を図るととも
に、子どもが就学後も安全・安心に放課後等を過
ごせる環境整備を進めます。
　さらに、虐待に対する子どもの権利擁護や子ど
もの貧困対策など、子どもの最善の利益の確保と
若者の社会的な自立への支援のための取組を推進
していきます。

３　共生社会実現プロジェクト　～地域に受け入れ、地域で支え合う～

４　「子育てするなら、葛飾で」推進プロジェクト
　　～子育て・子育ち支援の充実～

包括的な支援体制の整備

多文化共生に向けた取組

自分らしく暮らせる地域社会づくり

公共サインに使用するシンボルマーク等
（案内地図・鉄道駅・だれでもトイレ）

●包括的な相談支援

●地域社会とのつながり支援

●地域づくりに向けた支援

●やさしい日本語の普及等の
ことばの支援

●行政手続等の多言語化等の
暮らしの支援

●文化・習慣を理解し合える
交流の促進

●多様性を認め合い、自分を大切にできる地域社会づくり
●ユニバーサルデザインの理念に根差したまちづくり

４ 子どもの最善の利益の確保と
若者の社会的な自立への支援

２ 年間を通して利用し

環境の充実
やすく質の高い子育て

３ 放課後等の子ども
支援

１ 切れ目のない子ども・子育て支援

《子ども未来プラザ鎌倉》

　子どもの権利を守るとともに、地
域活動団体と連携して様々な事情を
有する子ども・若者の自立を支援し
ます。

　教育・保育施
設等の質の向上
を図るととも
に、保護者の
様々なニーズに
応じた子育て支
援施策を実施し
ます。

　子どもたちが放課後等を安
全・安心に過ごせるようにし
ます。

　子どもやその家庭に寄り添い、
妊娠期から子どもが成人するまで
切れ目のない支援を行います。
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　基礎学力の定着に加え、子どもたちがこれからの
時代に求められる資質や能力を身に付けられるよ
う、一人一人に応じた学習を支援しながら、総合的
に学力向上を図ります。また、生涯にわたって運動
やスポーツに親しみ、実践し続ける運動意欲を喚起
し、生きる力を育てます。
　子どもたちが安心して学習に取り組むことができ
る環境を整備し、自分を大切にしつつ他者を思いや
る心を養いながら、一人一人の個性を大切にした教
育を推進していきます。

　地震や水害などの大規模災害をはじめとする
あらゆる危機から生命・身体・財産が守られる
よう、区民や事業者と協働して地域の現状や特
性に応じた対策を講じ、いつまでも安全・安心
に暮らし続けられるまちづくりを進めます。

５　学力・体力向上プロジェクト
　　～これからの時代を生き抜く学力・体力を身に付ける～

６　危機対応力向上プロジェクト　～あらゆる危機に備える～

総合的な学力の向上

一人一人が目標を持ち、学力を伸ばす子どもの育成

体力の向上

かつしかっ子体力アッププログラム等の推進 健康・運動への関心の醸成

一人一人を大切にする教育の推進

特別支援教育
の充実

日本語教育
の充実

不登校
対策

いじめ防止
対策

知識・技能の定着
　「できた」「分かった」
の体験を通して、自ら知
識や技能を身に付ける
子どもを育成
します。

協働的な学びの充実
　自分の考えを伝え、友
達の考えを聞き、更に自
分の考えを広げられる子
どもを育成
します。

学習意欲の向上
　授業を振り返り、自分
の変容や成長を確かめな
がら、目標をもっ
て努力できる子ど
もを育成します。

【具体的な取組例】
○　授業の充実
　・　「授業充実プラン」の活用による教員の指導力向上
　・　学力調査等に基づくＩＣＴを活用した授業の充実
　・　学習指導補助員の配置
○　一人一人に応じた学びの充実
　・　１人１台のタブレット端末の活用による個別最適な学びの充実
　・　学習センター（学校図書館）の活用、家庭学習の取組による自学自習を促進

　外遊びや体育的活動に積極的に取
り組み、子どもが日常的に体を動か
す機会を増やします。

　子どもの状況に応じて、支援・指導体制を整備することで、
全ての子どもが安心して教育を受けられる環境を整備します。

　体育の授業等をサポートしなが
ら、運動好きな子どもを育成します。

あらゆる危機に備えるまちづくり

防災まちづくり

災害対策

協働による防災活動

感染症対策

災害に強く、安全で、安心して生活できる街づくりに向けて取り組みます。

・建築物の不燃化や耐震化の促進
・液状化対策
・密集市街地の住環境の改善・防災性の向上

災害発生時に的確な対応と迅速な復旧ができるよう体制強化を図ります。

・地域防災計画の見直し
・災害時の防災体制の整備
・大規模水害への備え
・災害医療体制の整備

自助・共助の視点を基本に、地域で
救援・応急活動を迅速に行える環境
整備を進めます。

・協働による防災体制の構築
・大規模災害に関する啓発
・防災訓練への参加促進

自助
我が家の対策

自分の身は自分で守る

共助
地域の対策

地域や近所で助け合う

公助
葛飾区の対策
区が地域を守る

《災害対策本部図上訓練》 《緊急医療救護所開設訓練》

《地域防災会議》《防災学習会》

感染症の予防と感染拡大を防ぐための情報提供を進める
とともに、新興感染症の発生に備え、医療機関等の連携
体制の強化、衛生用品の備蓄、区の体制強化などを進め
ます。
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　新金貨物線の旅客化や地下鉄８・11号線の延
伸、メトロセブン建設の実現に向けた取組を進め
るとともに、バス交通の充実を図っていきます。
　また、安全・安心なまちづくりと合わせて、自
転車活用の推進を図るとともに、交通安全の啓発
活動や交通結節点である鉄道駅周辺のバリアフ
リー化に取り組みます。さらに、自動運転や
MaaSなどの先端技術の進展を注視しながら、状
況に応じ、活用を検討していきます。
　高齢社会へ対応し、子育てしやすく暮らしやす
い環境づくりを目指して、あらゆる人が安全・安
心・快適に移動できる交通環境を実現します。

　令和４年度から始まる「第３次葛飾区環境基本
計画」では、ゼロエミッション実現に向けたビジョ
ンや、具体的な取組、ロードマップをまとめ、目
標の着実な達成を図ります。
　これに基づき、区民や事業者との協働の下、国
や他自治体と連携しながら、一層のエネルギー利
用の効率化を図るとともに、資源循環の促進等に
取り組み、脱炭素社会の実現を目指します。
　さらに、社会経済状況が変化する中でも、
SDGsの理念の下、区民や事業者と共にゼロエ
ミッションへの取組を通じて、持続可能なまちづ
くりを推進します。

７　安全・快適な交通環境実現プロジェクト
　　～区民生活の「足」を支える～

８　「ゼロエミッションかつしか」実現プロジェクト
　　～脱炭素社会の実現を目指して～

駅

駅 駅

駅

公園

公園 観光地

商業施設

駅やバス停へのアクセス改善
循環バスなどの検討

基幹交通の維持・拡充

商業施設

公共施設

公共施設

医療施設

医療施設

駐輪場

スーパー
マーケッ

ト

スーパー
マーケッ

トスーパー
マーケッ

ト

スーパー
マーケッ

ト
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　道路や公共施設等を中心にした取組に加え
て、各家庭においても、「魅せるまち」を意識
して花を育み彩っていただくなど、花を愛でる
多くの人が協働して花いっぱいのまちづくりを
推進できるよう、活動を広げていきます。
　区、区民、団体、事業者などの多様な主体が
一体となって、区内を花と緑で彩り、育てなが
ら、快適で美しい環境づくりを進めるとともに、
限りある自然を大切に守り、環境保全の推進を
図ります。

　事業の拡大・発展を目指す区内事業者への経営支援
や起業、事業承継等の支援を通じて区内産業の一層の
振興を図るとともに、女性や高齢者をはじめとする多
様な人々が働きやすい環境整備を進め、生活を豊かに
楽しめる、にぎわいあるまちづくりを進めます。

９　花いっぱいのまちづくり推進プロジェクト
　　～花と緑で彩られ、笑顔と活力あふれるまちづくり～

10　産業応援プロジェクト
    　～「事業者が活躍するまち葛飾」の実現～

公園も花いっぱい 沿道も花いっぱい

小中学校等も花いっぱい 駅周辺等も花いっぱい

各家庭でも花いっぱい

区民一人一人が花に親しみ、花
いっぱいのまちづくり意識を広げてい
けるよう、新たに家庭での花いっぱい
活動を支援していきます。

「働きやすく・暮らしやすいまち葛飾」の実現

就労支援 公共交通の整備

子育て・介護環境の充実 …etc

〇〇会社

工場

事業者

顧客・消費者

区内産業の活性化 経営支援の充実
《区内の製品・技術をＰＲする

町工場見本市》

《創業塾参 P272による創業支援》

《商店街イベント等の支援》

《区内産業におけるＤＸの推進》

《事業承継の推進》
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　本区の観光、地域経済の回復と更なる発展を図るた
め、本区の様々なコンテンツを活用した観光事業の推
進や地域との協働による郷土の資産発掘など、まちの
魅力を存分に引き出し、様々な形で広く情報発信して
いきます。
　また、本区を訪れる様々な方々の満足度を高め、何
度も訪れたいと思ってもらえるような取組を進めると
ともに、区民も楽しめる観光・文化のまちづくりを進
めていきます。

　公共施設の改築や大規模改修などの際には、地域
の実情、施設を利用している区民の意見、近隣のま
ちづくりの進捗状況、新たな社会ニーズ、区民サー
ビスの更なる向上などを総合的に勘案し、公共施設
が提供するサービスを適切に見極め、社会や地域の
実情に合致するよう、用途の見直しや民間への移管、
周辺施設との複合化なども図りながら、効果的・効
率的に施設整備を進めます。
　公共施設が、適切な行政サービスを提供する「場」
として、また、区民が自発的な活動を積極的に行い、
地域を元気にし、生活に潤いをもたらす「場」とし
て、更に区民の安全・安心を守る「場」として機能
するよう施設経営を進めます。

11　「観光・文化のまち葛飾」推進プロジェクト
    　～惹きつけ、呼び込み、楽しめるまちづくり～

12　公共施設の魅力向上プロジェクト
    　～利用しやすく安全で快適な施設を目指して～

「ハード面における視点」 「ソフト面における視点」
・日常的な点検
・法定点検等専門的な定期点検
・保全工事計画の策定・実施

・社会情勢の変化から将来需要の予測
・サービスや事業の在り方のチェック
・改築・廃止・転用・複合化等の検討

安全に快適に使える施設の整備
　スロープ設置工事

施設の適正保全・施設の長寿命化
　外壁改修工事

　給水設備改修工事

利用者目線での区民サービスの提供
　小松中学校 学習センター【学校図書館】

複合施設など効率的な施設整備
　（仮称）葛飾区新小岩地域活動
　センター整備イメージ

　高砂小学校・高砂中学校新校舎
　整備イメージ

何度も訪れたくなる、区民も楽しめる、
　　　　　　魅力あふれる観光・文化のまち葛飾

観光資源の活用・発掘による
まちの魅力の向上

観る・聴く・参加し、親しめる
葛飾らしい地域文化の創出

ふるさと葛飾を愛する心や
誇りの醸成

©秋本治・アトリエびーだま／集英社

© TOMY

©Sekiguchi

区ゆかりの
キャラクター 自然

芸術文化

イベントものづくり

歴史文化 食
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　ガバメントクラウドファンディングなど
の活用を図り、「まちを良くしたい」とい
う区民や事業者のアイデアや思いを実現し
ながら、みんなで地域課題を解決していく
活力あるまちづくりを進めます。

　先進技術による社会変革の潮流を注視しつつ、行政手続をはじめとする区民サービスや事務事業
の業務プロセスなどにおいてDX（デジタルトランスフォーメーション）を進めるなど、先進技術
を活用した施策を積極的に展開していくことで、誰もが質の高い快適な生活を送ることができるま
ち「スマートかつしか」の実現を進めます。

13　かつしかファンド活用プロジェクト
    　～みんなの力で地域課題を解決する活力あるまちづくり～

14　スマートかつしか実現プロジェクト
    　～先進技術を生活の中に～

ガバメントクラウドファンディングの活用イメージ

クラウドファンディング等の活用支援のイメージ

地域課題の解決

ふるさと納税型
寄附金

プロジェクト
の提案

産業活性化文化・芸術振興コミュニティ再生

事業報告・特典等

葛飾区

プロジェクトを
指定

地域課題解決に向けたプロジェクト

ふるさと納税型寄附金を
原資に補助

投資家
事業者等

葛飾区 金融機関等

地方創生・地域活性化
仲介事業者の紹介、組成支援
事業計画策定支援 等PR・周知

資金提供

配当等

地域住民等 商品・サービス等の提供

地域における支援・連携体制

連携

PR・周知

プロジェクト実行者
（地域活動団体等）区内外の寄附者

ク
ー
ポ
ン

いつでも　どこからでも　もっと身近に
　オンライン手続　　オンライン相談

もっと効率的に
　AI（人工知能）、
　RPA（業務自動化ツール）等の活用

１　 デジタル技術を活用した効果的・効率的な行政運
営の推進

2

2 申請

申請
〇〇

ポチ

データ活用の推進
　オープンデータの推進
　ビッグデータの活用研究

事業者や関係機関との連携
　課題解決に向けた協働研究

２　デジタル技術の活用による快適な社会の構築

分かりやすく使いやすいデジタル化
　使いやすいユーザーインターフェイス
　丁寧な利用案内

デジタル技術の活用支援
　�活用支援に向けた講座・講習会

３　誰もがデジタル技術の恩恵を享受できる環境づくり
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　葛飾区基本計画に掲げる「葛飾・夢と誇りのプロジェクト」や政策・施策を着実に展開しながら、
SDGsの実現に向けて組織横断的な取組を推進し、いつまでも幸せに暮らせる「夢と誇りあるふる
さと葛飾」を実現していきます。

Ⅲ　SDGsの実現に向けて

１　貧困
　�　生活に困窮する区民が、自らの能力を十分に活用しながら生活の安定と向上を図れるよう支援し、あらゆる場所のあら
ゆる形態の貧困を無くしていきます。

関連プロジェクト ３ 共生社会実現プロジェクト、４ 「子育てするなら、葛飾で」推進プロジェクト、６ 危機対応力向上プロジェクト、
８ 「ゼロエミッションかつしか」実現プロジェクト、10 産業応援プロジェクト

関連政策 ５ 地域福祉・低所得者支援、８ 子ども・家庭支援、13 地域街づくり、14 防災・生活安全、17 環境、18 産業

２　飢餓
　�　生活困窮者対策、高齢者のフレイル対策などの取組を進めて飢餓の終了や栄養改善等を図るとともに、持続可能な農業
についても促進します。

関連プロジェクト ２ 「健康長寿のまち、葛飾」推進プロジェクト、３ 共生社会実現プロジェクト、４ 「子育てするなら、葛飾で」推進プロジェクト、
６ 危機対応力向上プロジェクト、８ 「ゼロエミッションかつしか」実現プロジェクト、10 産業応援プロジェクト

関連政策 ２ 健康、５ 地域福祉・低所得者支援、８ 子ども・家庭支援、10 地域教育、14 防災・生活安全、17 環境、18 産業

３　保健
　�　生涯にわたり健康に、地域の中で共に支え合いながら、安心して暮らせるまちづくりを進め、あらゆる年齢の全ての人々
の健康的な生活の確保や福祉を促進します。

関連プロジェクト ２ 「健康長寿のまち、葛飾」推進プロジェクト、３ 共生社会実現プロジェクト、４ 「子育てするなら、葛飾で」推進プロジェクト、
６ 危機対応力向上プロジェクト、７ 安全・快適な交通環境実現プロジェクト

関連政策 ２ 健康、３ 医療、４ 衛生、５ 地域福祉・低所得者支援、６ 高齢者支援、７ 障害者支援、８ 子ども・家庭支援、10 地域教育、
12 スポーツ、14 防災・生活安全、15 交通、17 環境

４　教育
　�　誰もが、学びや、文化・芸術、スポーツなどを楽しみながら活動できるまちづくりを進め、全ての人への質の高い教育
と生涯学習の機会を確保します。

関連プロジェクト
２ 「健康長寿のまち、葛飾」推進プロジェクト、３ 共生社会実現プロジェクト、４ 「子育てするなら、葛飾で」推進プロジェクト、
５ 学力・体力向上プロジェクト、６ 危機対応力向上プロジェクト、８ 「ゼロエミッションかつしか」実現プロジェクト、
９ 花いっぱいのまちづくり推進プロジェクト、10 産業応援プロジェクト、11 「観光・文化のまち葛飾」推進プロジェクト

関連政策 １ 人権・多様性・平和、２ 健康、５ 地域福祉・低所得者支援、７ 障害者支援、８ 子ども・家庭支援、９ 学校教育、10 地域教育、
11 生涯学習、12 スポーツ、14 防災・生活安全、17 環境、18 産業、19 観光・文化

５　ジェンダー
　�　性別にかかわらず、個性と能力を十分に発揮し、協力し合うことができるまちづくりを進め、ジェンダー平等の達成や
全ての女性・女児の能力強化を図ります。

関連プロジェクト ３ 共生社会実現プロジェクト、４ 「子育てするなら、葛飾で」推進プロジェクト、６ 危機対応力向上プロジェクト、
10 産業応援プロジェクト

関連政策 １ 人権・多様性・平和、８ 子ども・家庭支援、14 防災・生活安全、18 産業

６　水・衛生
　�　環境負荷の少ない、自然にやさしいまちづくりを進めながら、全ての人々の持続可能な水と衛生を確保します。

関連プロジェクト ２ 「健康長寿のまち、葛飾」推進プロジェクト、６ 危機対応力向上プロジェクト、８ 「ゼロエミッションかつしか」実現プロジェ
クト、９ 花いっぱいのまちづくり推進プロジェクト

関連政策 ４ 衛生、13 地域街づくり、14 防災・生活安全、16 公園・水辺、17 環境

７　エネルギー
　�　全ての人々の安価で信頼できる持続可能なエネルギーの確保に向け、エネルギー利用の効率化やごみの減量・資源化を
推進し、脱炭素社会を目指します。

関連プロジェクト ８ 「ゼロエミッションかつしか」実現プロジェクト、10 産業応援プロジェクト
関連政策 13 地域街づくり、17 環境、18 産業
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８　経済成長と雇用
　�　区内の産業の活性化を図りながら、誰もが生涯にわたっていきいきと働き、活動できるまちづくりを進め、持続可能な
経済成長と、全ての人々の生産的な雇用や働きがいのある人間らしい雇用（ディーセント・ワーク）を促進します。

関連プロジェクト ３ 共生社会実現プロジェクト、４ 「子育てするなら、葛飾で」推進プロジェクト、８ 「ゼロエミッションかつしか」実現プロジェ
クト、10 産業応援プロジェクト、11 「観光・文化のまち葛飾」推進プロジェクト

関連政策 ７ 障害者支援、８ 子ども・家庭支援、13 地域街づくり、17 環境、18 産業、19 観光・文化

9　インフラ、産業化、イノベーション
　�　区内の産業の活性化を図りながら、持続可能な産業化の促進やイノベーションの推進を図り、強靭（レジリエント）な
インフラ構築を進めます。

関連プロジェクト ３ 共生社会実現プロジェクト、６ 危機対応力向上プロジェクト、７ 安全・快適な交通環境実現プロジェクト、
８ 「ゼロエミッションかつしか」実現プロジェクト、10 産業応援プロジェクト

関連政策 ７ 障害者支援、13 地域街づくり、14 防災・生活安全、15 交通、17 環境、18 産業

10　不平等
　�　あらゆる差別や偏見がなく、誰もが、互いの個性や文化の違いを認め合い、共に支え合いながら自分らしく暮らせるま
ちづくりを進め、各国内・各国間の不平等を是正していきます。

関連プロジェクト ２ 「健康長寿のまち、葛飾」推進プロジェクト、３ 共生社会実現プロジェクト、４ 「子育てするなら、葛飾で」推進プロジェクト、
10 産業応援プロジェクト、11 「観光・文化のまち葛飾」推進プロジェクト

関連政策 １ 人権・多様性・平和、２ 健康、７ 障害者支援、８ 子ども・家庭支援、11 生涯学習、14 防災・生活安全、18 産業

11　持続可能な都市
　�　地域の特性を踏まえながら、良好な市街地を形成しつつ利便性の高い交通環境を整備し、誰もがいつまでも快適かつ文
化的に暮らせるまちづくりを進めることで、安全・強靭（レジリエント）で、持続可能な都市・人間居住を実現します。

関連プロジェクト
２ 「健康長寿のまち、葛飾」推進プロジェクト、３ 共生社会実現プロジェクト、４ 「子育てするなら、葛飾で」推進プロジェクト、
６ 危機対応力向上プロジェクト、７ 安全・快適な交通環境実現プロジェクト、８ 「ゼロエミッションかつしか」実現プロジェクト、
９ 花いっぱいのまちづくり推進プロジェクト、11 「観光・文化のまち葛飾」推進プロジェクト

関連政策 １ 人権・多様性・平和、２ 健康、３ 医療、４ 衛生、８ 子ども・家庭支援、13 地域街づくり、14 防災・生活安全、15 交通、
16 公園・水辺、17 環境、19 観光・文化、20 地域活動

12　持続可能な生産と消費
　�　エネルギー利用の効率化やごみの減量・資源化を推進し、持続可能な生産消費形態を確保します。

関連プロジェクト ８ 「ゼロエミッションかつしか」実現プロジェクト、９ 花いっぱいのまちづくり推進プロジェクト、10 産業応援プロジェクト、
11 「観光・文化のまち葛飾」推進プロジェクト

関連政策 ９ 学校教育、14 防災・生活安全、17 環境、18 産業、19 観光・文化

13　気候変動
　�　地球温暖化やそれに伴う気候変動への対応を進め、その影響の軽減を図りながら、安全かつ快適に暮らせるまちづくり
を進めます。

関連プロジェクト ８ 「ゼロエミッションかつしか」実現プロジェクト、９ 花いっぱいのまちづくり推進プロジェクト
関連政策 14 防災・生活安全、17 環境

14　海洋資源
　�　貴重な自然環境を次世代へつなぐとともに、豊かな水と緑や生態系に親しめるまちづくりを進めながら、海洋・海洋資
源を保全し、持続可能な形で利用できるようにします。

関連プロジェクト ８ 「ゼロエミッションかつしか」実現プロジェクト、９ 花いっぱいのまちづくり推進プロジェクト
関連政策 17 環境

15　陸上資源
　�　貴重な自然環境を次世代へつなぐとともに、豊かな水と緑や生態系に親しめるまちづくりを進めながら、陸域生態系の
保護、回復、持続可能な利用の推進を図ります。

関連プロジェクト ８ 「ゼロエミッションかつしか」実現プロジェクト、９ 花いっぱいのまちづくり推進プロジェクト
関連政策 16 公園・水辺、17 環境

16　平和
　�　世界恒久平和や核兵器廃絶に向けた意識が高く、平和を尊ぶまちづくりを進めるとともに、あらゆる犯罪、虐待、暴力
などのない平和に暮らせるまちづくりを進めます。

関連プロジェクト ３ 共生社会実現プロジェクト、４ 「子育てするなら、葛飾で」推進プロジェクト、６ 危機対応力向上プロジェクト
関連政策 １ 人権・多様性・平和、８ 子ども・家庭支援、14 防災・生活安全

17　実施手段
　�　地域に集う多様な主体との協働によるまちづくりを進めるとともに、効果的・効率的な行財政運営を進め、持続可能な
発展に向けた実施手段を強化します。

関連プロジェクト
１ 協働推進プロジェクト、12 公共施設の魅力向上プロジェクト、13 かつしかファンド活用プロジェクト、
14 スマートかつしか実現プロジェクト
上記プロジェクトをはじめとする全てのプロジェクト

関連政策 全ての政策
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政策別計画第３章

政策１ 人権・多様性・平和

施策１ 人権・多様性

施策２ ユニバーサルデザイン

施策３多文化共生

施策４非核平和

政策２ 健康

施策１ 健康づくり

施策２ 心の健康

施策３ 生活習慣病の予防

政策３ 医療

施策１ 医療サービスの確保

施策２ 在宅医療の推進

理
念
分
野

政策４ 衛生

施策１ 感染症対策

施策２ 食品衛生

施策３ 環境衛生

政策５ 地域福祉・低所得者支援

施策１ 地域福祉の推進

施策２ 福祉サービス利用者支援

施策３ 生活困窮者支援

政策 10 地域教育

施策１ 学校・家庭・地域の連携

施策２ 家庭教育への支援

政策６ 高齢者支援

施策１ 高齢者活動支援

施策２ 介護予防

施策３ 高齢者要介護・自立支援

健
康
・
福
祉
分
野

子
ど
も
・
教
育
分
野

政策８ 子ども・家庭支援

施策１ 母子保健

施策２ 子育て家庭への支援

施策３ 仕事と子育ての両立支援

施策５ 子ども・若者支援

施策４ 放課後支援

政策９ 学校教育

施策１ 学力・体力の向上

施策２ 一人一人を大切にする教育
の推進

施策３ 教育環境の整備

政策７ 障害者支援

施策１ 障害者自立支援

施策２ 障害者就労支援

施策３ 児童発達支援

政策 11 生涯学習

施策１ 区民学習

施策２ 図書サービスの充実

政策 12 スポーツ

施策１ スポーツ活動の推進

施策２ スポーツ基盤整備
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政策 13 地域街づくり

施策１ 計画的な土地利用の推進

施策２ 駅周辺拠点の形成

施策３ 地域の街づくり

施策４ 良好な住環境づくり

街
づ
く
り
・
環
境
・
産
業
分
野

政策 14 防災・生活安全

施策１ 防災街づくり

施策２ 災害対策

施策３ 防災活動

施策４ 地域安全

施策５ 消費生活

政策 16 公園・水辺

施策１ 公園整備

施策２ 水辺整備

政策 17 環境

施策１ 地球温暖化対策

施策２ 緑と花のまちづくり

施策３ 自然保護

施策４ 生活環境保全

施策５ 資源循環の促進

施策６ まちの美化推進

政策 18 産業

施策１ 産業の活性化

施策２ 経営支援

施策３ 都市農地の保全

施策４ キャリアアップ・就労支援

政策 19 観光・文化

施策１ 観光まちづくり

施策２ 観光イベント

施策３ 文化・芸術の創造

政策 15 交通

施策１ 道路交通網の充実

施策２ 自転車活用の推進

施策３ 公共交通の充実

政策 20 地域活動

施策１ 地域力の向上

施策２ 地域活動の場の提供

政策別計画
体系図
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１　政策目的
□　�あらゆる差別や偏見がなく、全ての人の人権が尊重され、一人一人が持てる個性と能力を発
揮して自分らしい人生を生きられるまちをつくります。

□　�誰もが互いの個性・文化・習慣の違いを認め合い、共に支え合いながら暮らせる環境を整備
することで、多文化共生を推進するとともに、多様性が輝くまちをつくります。

□　�一人一人が思いやりの心を持って主体的に行動するとともに、誰もが自由に移動し、活動し、
参画し、自己選択・自己決定することができる、ユニバーサルデザインに基づいたまちをつ
くります。

□　�友好都市等と様々な分野で住民同士の交流を深めながら、国際性豊かな、世界に開かれたま
ちをつくります。

□　�世界恒久平和や核兵器廃絶に向けた区民の意識が高く、平和を尊ぶまちをつくります。

２　政策の方向性
□　�誰一人として、差別や偏見に苦しむことなく、全ての区民が互いを尊重し、支え合い、幸せ
に生きることのできる社会をつくることを目指します。

□　�道路や施設等のバリアフリー化や誰もが分かりやすい公共サインの整備、心のバリアフリーの
推進など、あらゆる側面において、ユニバーサルデザインに基づいたまちづくりを進めます。

□　�互いの国の文化や習慣を理解し、共生できる国際性豊かなまちをつくるため、行政手続・情
報の多言語化や生活相談など、外国人区民が地域の一員として暮らしやすい環境づくりを進
めるとともに、外国人区民と日本人区民との交流を促進します。

□　�区民が世界平和や核兵器廃絶について考える機会を増やし、戦争についての記憶や体験を若
い世代へ引き継ぎます。

３　施策の体系
政策１　人権・多様性・平和
施策１　�人権・多様性～人権や多様性が尊重され、全ての人が自分らしく暮らせるまちをつくります～
新 �【計画事業】人権・多様性への理解促進事業
　 【計画事業】仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）応援事業
　 【計画事業】配偶者暴力防止事業
施策２　ユニバーサルデザイン～ユニバーサルデザインの考え方に基づいたまちをつくります～
　 【計画事業】バリアフリー事業　
　 【計画事業】歩道勾配改善事業　【計画事業】公共サインの充実
施策３　�多文化共生～互いの国の文化や習慣を理解し、外国人区民、日本人区民が共生する国際

性豊かなまちをつくります～
　 【計画事業】多文化共生社会の推進
施策４　非核平和～世界平和を願い、核兵器廃絶を望むようにします～

人権や多様性が尊重され、全ての人が共生できる
平和な社会を築きます

政策
1

人権・多様性・平和
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政策１　人権・多様性・平和



１　政策目的
　区民の健康への意識を高めながら、区民一人一人が、それぞれの年代や状況に合わせて主体的
に心と体の健康づくりやスポーツに親しめる環境を充実し、生涯にわたり健康に安心して暮らせ
るようにします。

２　政策の方向性
□　�区民の健康寿命を延ばすため、働く世代の健康づくりや高齢者のフレイル対策、食生活の改
善など、区民一人一人が主体的に健康づくりに取り組めるよう支援します。

□　�心の健康の保持・増進に向けた普及啓発や自殺を防ぐ仕組みづくりなどを行うとともに、精
神疾患・障害のある方が地域で生活し、治療を継続できるよう支援を充実させます。

□　�生活習慣病を予防するため、健康診査の受診を通じて区民自らが健康管理できるよう支援す
るとともに、喫煙対策や歯と口の健康づくりを推進します。

３　施策の体系
政策２　健康
施策１　健康づくり～区民の健康づくりを支援し、健康寿命を延ばします～
新【計画事業】働く世代への総合的な健康づくり支援　　
新【計画事業】高齢者の保健事業
施策２　心の健康～心の健康づくりと、精神疾患・障害への支援を充実させます～
　 【計画事業】精神保健福祉包括ケアの推進
　 【計画事業】自殺対策事業
施策３　生活習慣病の予防～区民自らが健康管理し、生活習慣病を予防できるようにします～
　 【計画事業】かつしか糖尿病アクションプランの推進
　 【計画事業】がん対策の総合的な推進（がん検診の質の向上と相談支援）

生涯にわたり健康に暮らせるようにします

政策
2

健康

働く世代の健康づくり支援の様子
ウェアラブル機器による健康チェック
（イメージ）
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１　政策目的
　疾病の早期発見、治療、リハビリテーションから在宅医療に至るまで、必要な時に必要な医療
を受けられるようにします。

２　政策の方向性
□　�地域の医療環境を充実させるため、患者等と医療機関とのコミュニケーションを促進しなが
ら質の高い医療サービスを確保していくとともに、かかりつけ薬剤師制度や健康サポート薬
局の普及・利用促進を図ります。

□　�住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、在宅医療に関する普及啓発に取り組むと
ともに、医療機関と介護サービス事業者等の連携を図ります。

３　施策の体系

政策３　医療
施策１　医療サービスの確保～地域の医療環境を充実させ、質の高い医療サービスを確保します～

施策２　在宅医療の推進
　　　　～医療と介護の連携を深め、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるようにします～

必要な時に必要な医療を受けられるようにします

政策
3

医療

在宅療養セミナー
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１　政策目的
　食品の安全体制を確立するとともに、医療提供体制の整備や感染症の予防と拡大防止に向けた
対策を講じ、衛生的で安全な生活を送れるようにします。

２　政策の方向性
□　�感染症の予防と感染拡大を防ぐため、発生状況や対処方法について情報提供や普及啓発を行
うとともに、新興感染症の発生に備え、医療機関等の体制整備、衛生用品の備蓄、区の体制
強化を進めます。

□　�食品の安全・安心の確保に向けて、事業者の衛生管理を支援するとともに、食中毒等の健康
被害に対する危機管理を促進します。

□　�衛生的で快適な環境を整えるため、各種営業施設の衛生の確保や民泊の適正管理、ペットの
飼養に関するマナーの向上、飼い主のいない猫の適正管理などを促進します。

３　施策の体系

政策４　衛生
施策１　感染症対策～感染症の予防と感染拡大を防ぎます～
　 【計画事業】感染症対策の強化

施策２　食品衛生～食品の安全・安心に向けた衛生管理を推進します～

施策３　環境衛生～衛生的で快適な環境を整えます～

衛生的で快適な生活を送れるようにします

政策
4

衛生

新型インフルエンザ等対応訓練
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１　政策目的
□　�地域で支援を必要とする方や家族を地域で包括的に支える環境を整備し、誰もが住み慣れた
地域で支え合いながら、安心して暮らし続けられるようにします。

□　�生活に困窮する区民が、自らの能力を十分に活用しながら生活の安定と向上を図れるよう支
援し、自立した生活を送れるようにします。

□　�経済的な困難を有する子どもの将来の進路選択の幅を広げられるよう支援し、自立した大人
に成長できるようにします。

２　政策の方向性
□　�誰もが地域で安心して生活できるよう、見守りや支援が必要な方を適切なサービスにつなぐ
とともに、地域全体で支え合い、助け合う地域づくりを推進し、家族・地域をまるごと支え
る仕組みを構築します。

□　�福祉サービスを安心して利用できるよう、福祉人材の確保・定着支援や福祉サービス第三者評
価の受審促進を図るとともに、成年後見制度の活用を促進し、区民の権利と利益を保護します。

□　�生活に困窮する区民が自立した生活を送れるよう、生活困窮者やひとり親世帯への就労や生
活を支援するとともに、子どもの学習支援や進学に向けた支援に取り組みます。

３　施策の体系
政策５　地域福祉・低所得者支援
施策１　地域福祉の推進～支援が必要な区民を地域で支え合う仕組みをつくります～
新【計画事業】包括的な支援体制の整備
施策２　福祉サービス利用者支援～福祉サービスを安心して利用できるようにします～
新【計画事業】福祉人材の確保・定着支援
　 【計画事業】成年後見事業の推進
施策３　生活困窮者支援～生活に困窮する区民の生活を支援し、自立した生活を送れるようにします～
　 【計画事業】生活困窮者自立支援事業

住み慣れた地域で支え合いながら、安心して暮らせる
ようにします

政策
5

地域福祉・低所得者支援

小地域福祉活動（ふれあいサロン）
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１　政策目的
　高齢者が自分らしくいきいきと過ごせる環境をつくるとともに、介護が必要となっても、地域
の中で見守られ、互いに支え合いながら、安心して暮らせるようにします。

２　政策の方向性
□　�高齢者が自分らしく生活できるようにするため、それぞれの生活や心身状態に加え、能力・
意欲に応じた就労や自主的な活動を支援し、高齢者の社会参加を促進します。

□　�介護予防活動等を行う自主グループに専門職を派遣するなど、効果的・持続的に介護予防活
動に取り組めるよう支援します。

□　�高齢者が必要な介護や自立支援を受けて安心して生活できるよう、必要な介護サービスを確
保するとともに、認知症の重度化の防止や認知症の理解を深める普及啓発等に取り組みます。

３　施策の体系

政策６　高齢者支援
施策１　高齢者活動支援～高齢者の就労や自主的な活動を支援し、社会参加を促進します～
施策２　介護予防～高齢者の介護予防活動への支援を充実させます～
　 【計画事業】高齢者の介護予防事業
施策３　高齢者要介護・自立支援
　　　　～高齢者が必要な介護や自立支援を受け、安心して生活できるようにします～
　 【計画事業】高齢者介護施設の整備等支援
　 【計画事業】認知症事業の充実

高齢者が住み慣れた地域で自分らしくいきいきと
安心して暮らせるようにします

政策
6

高齢者支援

運動習慣推進プラチナ・フィットネス
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１　政策目的
□　�障害のある方もない方も、誰もが自らの可能性を十分に発揮しながら社会参加でき、共に働
き、共に生活し続けられるようにします。

□　�発達の遅れや障害のある方が、一人一人の状況やライフステージに応じた適切な支援を受け、
自分らしく生活できるようにします。

２　政策の方向性
□　�障害のある方が自分らしく、自立して暮らせるよう、日中活動の場の確保に向けた施設の整
備や生活支援を進めるとともに、障害への理解の促進を図ります。

□　�障害のある方が能力を十分に発揮し、いきいきと働き続けられるよう、一般就労に向けた支
援や雇用機会の確保を図るとともに、障害のある方の経済的な自立に向けた支援を進めます。

□　�発達に課題のある児童が安心して生活を送れるよう、療育等の支援が必要な児童を早期に発
見して適切な支援につなげるとともに、保育所等訪問支援や居宅訪問型の児童発達支援の充
実を図ります。

３　施策の体系
政策７　障害者支援
施策１　障害者自立支援
　　　　～障害のある方が自らの可能性を発揮し、自分らしく暮らせるように支援します～
　 【計画事業】障害者施設の整備支援
新【計画事業】障害への理解と交流の促進
施策２　障害者就労支援～障害のある方がいきいきと働き続けられるように支援します～
　 【計画事業】障害者就労支援事業
施策３　児童発達支援～発達が心配される児童一人一人の発達を支援します～
　 【計画事業】保育所等訪問支援事業
新【計画事業】居宅訪問型児童発達支援事業

障害のある方が、自分らしく安心して
生活できるようにします

政策
7

障害者支援

障害者雇用就労の様子
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１　政策目的
□　�妊娠・出産、子育てに係る切れ目ない支援を行うとともに、多様な保育需要に合わせた質の
高い保育サービスを提供することで、誰もが安心して子どもを産み育てられ、子どもが元気
に育つまちをつくります。

□　�子どもを守り、子どもの最善の利益を確保できるように、また困難を抱える子ども・若者に
支援が届くように、地域全体で家庭や子どもを見守り、支えられるようにします。

２　政策の方向性
□　�安心して妊娠・出産・育児ができるよう、一人一人の妊婦や家庭の状況に応じた切れ目ない
支援を行います。

□　�安心して子どもを育てられるよう、子ども未来プラザの整備を進めることなどにより、子育
てに関する相談支援や、預かり保育、一時保育等の子育て支援サービスの充実を図ります。

□　�仕事と子育てを両立しやすい環境整備に向け、地域の保育需要を踏まえた保育所等の整備や
保育人材の確保に取り組むとともに、保護者の働き方の多様化に合わせた保育サービスの充
実を図ります。

□　�子どもたちが放課後等を安全・安心に過ごせるよう、小学校内を中心に学童保育クラブ設置
を進めるとともに、「わくわくチャレンジ広場」の充実を図ります。

□　�子どもの権利・利益を守るため、子ども総合センターの機能強化や児童相談所・一時保護所
の設置をはじめ、ひとり親家庭の相談・支援体制を強化するとともに、子ども・若者の社会
的な自立を支援します。

３　施策の体系
政策８　子ども・家庭支援

施策１　母子保健～安心して妊娠・出産・育児ができるよう、親と子の心身の健康を支えます～
　 【計画事業】ゆりかご葛飾
施策２　子育て家庭への支援～子育て中の家庭を支援し、安心して子どもを育てられるようにします～
新【計画事業】子ども未来プラザの整備
　 【計画事業】通年型預かり保育の実施
施策３　仕事と子育ての両立支援～仕事と子育てを両立しやすい環境を整えます～
　 【計画事業】保育所等の整備
　 【計画事業】保育人材の確保
施策４　放課後支援～子どもたちが放課後等を安全・安心に過ごせるようにします～
　 【計画事業】学校施設を活用した放課後子ども支援事業
施策５　子ども・若者支援～子どもの権利・利益を守り、若者の社会的な自立を支援します～
　 【計画事業】児童相談体制の強化　　【計画事業】かつしか子ども応援事業
　 【計画事業】若者支援体制の整備　　【計画事業】子ども・若者活動団体支援

誰もが安心して子どもを産み育てられ、
子どもの最善の利益を確保できるようにします

政策
8

子ども・家庭支援
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政策８　子ども・家庭支援



１　政策目的
□　�明日の葛飾を担う子どもたちが、変化の激しい社会でたくましく成長して自らの夢や希望を
実現できるよう、「知・徳・体」の調和のとれた「人間力」を養います。

□　�グローバル社会を生き抜く国際感覚、深い学びや日常生活の中で子どもが自ら実践する「かつ
しかっ子」宣言の取組、文化・芸術に触れる経験の中で培われる資質・能力、豊かな人間性・
人格、スポーツに親しみながら健康に生きる力を育む、質の高い教育を受けられるようにします。

□　�多様な学習環境を充実させるとともに、幼稚園、保育園、小学校、中学校、高校までの連続
性を考慮した教育活動を推進します。

□　�学校生活上の困難を有する子どもの状況に応じた支援・指導体制を整備することで、全ての子
どもが楽しく充実した学校生活を送り、安心して学習に取り組むことができるようにします。

２　政策の方向性
□　�ICTの活用、英語教育の充実、自学自習を行う環境の整備を進めて子どもの学力向上を図る
とともに、体育の授業の充実や日常的に体を動かす機会を増やすことを通じて運動好きの子
どもを育成し、子どもの体力向上を図ります。

□　�全ての子どもが楽しく充実した学校生活を送れるよう、特別支援教育や日本語指導の充実、
不登校対策、いじめ防止対策などに取り組み、一人一人を大切にする教育を推進します。

□　�いきいきと学校生活が送れるよう、学校施設の計画的な改築や保全工事等の長寿命化改修を
進め、教育環境の向上を図ります。

３　施策の体系
政策９　学校教育

施策１　学力・体力の向上～学力・体力の向上を図り、子どもたちの生きる力を育みます～
新【計画事業】総合的な学力向上事業～次代に活躍する人材の育成～
　 【計画事業】教育情報化推進事業
　 【計画事業】体力向上のための取組
施策２　一人一人を大切にする教育の推進 
　　　　 ～一人一人を大切にする教育を推進し、全ての子どもが楽しく充実した学校生活を送れる

ようにします～
　 【計画事業】発達障害の可能性のある子どもに対する重層的な支援体制の充実
　 【計画事業】日本語指導の充実
　 【計画事業】不登校対策プロジェクト
新【計画事業】いじめ防止対策プロジェクト
施策３　教育環境の整備～いきいきと学校生活が送れるよう、教育環境を整えます～
　 【計画事業】学校施設の改築

次代を担う子どもたちの知・徳・体の調和のとれた
人間力を養います

政策
9

学校教育
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１　政策目的
□　�学校・家庭・地域などが連携し、子どもの多様な体験や世代を超えた交流を促進することで、
社会全体で子どもの成長や自立を支えるとともに、青少年が地域活動に参画し、地域に暮ら
す一員として健全に成長できるようにします。

□　�学びの出発点となる家庭教育を支援し、子どもがより良く生きていくための基本的な生活習
慣や基礎的な社会ルールを身に付け、健全に成長できるようにします。

２　政策の方向性
□　�青少年の健全育成や豊かな教育環境づくりに向け、青少年育成地区委員会や学校地域応援団
の活動を支援するとともに、地域住民が気軽に学校支援に参加できる環境づくりを進めます。

□　�親子が共に学び育ち合える環境づくりに向け、家庭教育講座の充実や、PTA、子どもの育成
に関わる団体の活動支援に取り組み、家庭教育を支援します。

３　施策の体系

政策10　地域教育
施策１　学校・家庭・地域の連携
　　　　 ～学校・家庭・地域の連携により、青少年の健全育成を図るとともに、豊かな教育環境を

つくります～

施策２　家庭教育への支援～家庭教育を支援し、親子が共に学び育ち合えるようにします～

学校・家庭・地域が連携し、子どもが健全に
成長できるようにします

政策
10

地域教育

学校地域応援団活動
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１　政策目的
□　�多様な学びの場や機会を充実させるとともに、学んだ内容を地域に活かす学びの循環を促進
し、区民が生涯にわたって自己の個性と能力を磨き、いきいきと活躍するまちをつくります。

□　�誰もが快適に図書サービスを利用できる環境を整備し、区民が集い、学び、交流し、個人や
地域の課題解決など様々な活動に取り組める知的創造活動の拠点として図書館を充実させ、
心豊かに暮らせるようにします。

２　政策の方向性
□　�多様な学びと交流の機会を整えつつ自主的な学習活動を支援し、学んだことが活かされ、新
たな学びにつながる仕組みづくりを進めます。

□　�地域の知的創造活動の拠点として、誰もが快適に利用できる図書サービスの提供に取り組み
ます。

３　施策の体系

政策11　生涯学習
施策１　区民学習～多様な学びと交流の機会を整え、自主的な学習活動を支援します～
新【計画事業】学びの機会の充実

施策２　図書サービスの充実～誰もが快適に図書サービスを利用できる環境を整備します～

生涯にわたって心豊かに学び続けられるようにします

政策
11

生涯学習

にいじゅく地区図書館
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１　政策目的
　いつでも、どこでも、だれでも、いつまでも、区民一人一人の体力や年齢、技術、興味、目的
に応じて、安全・安心にスポーツに親しめる環境を充実し、スポーツを通じた交流を深めつつ、
いきいきと健やかに暮らせるようにします。

２　政策の方向性
□　�誰もが多様なスポーツに定期的・継続的に親しみ、健やかに暮らせるよう、身近な地域で気
軽にスポーツができる環境づくりを進めるとともに、障害者スポーツの普及に向けた取組を
はじめ、誰もがスポーツに参加しやすい環境づくりなどを進めます。

□　�区民誰もが安全・快適にスポーツに親しめる環境を整備するため、既存施設の継続的なメン
テナンス、計画的な改修、障害者スポーツに配慮したバリアフリー化などを進めます。

３　施策の体系

政策12　スポーツ
施策１　スポーツ活動の推進
　　　　～区民誰もが多様なスポーツに親しみ、健やかに暮らせる環境をつくります～
　 【計画事業】高齢者の健康づくりの推進
　 【計画事業】障害者スポーツの推進
　 【計画事業】区民健康スポーツ参加促進事業

施策２　スポーツ基盤整備～区民誰もが安全・快適にスポーツに親しめる環境を整備します～
　 【計画事業】スポーツ施設の利用しやすい環境整備

生涯にわたってスポーツに親しみ、いきいきと暮ら
せるようにします

政策
12

スポーツ

かつしかふれあいRUNフェスタ
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１　政策目的
□　�計画的な土地利用を図りながら、区民の主体的な活動による、それぞれの地域の特性を活か
したまちにします。

□　�区内外から多くの人々が集い、憩える、魅力的な広域拠点や、区民生活に根差した便利で憩
える生活拠点を整備し、にぎわいある魅力的なまちにします。

□　�良好な都市景観を形成しつつ、良質な住宅や住環境を整備し、多様な世代が快適に暮らせる
まちをつくります。

２　政策の方向性
□　�「葛飾区都市計画マスタープラン」の改定を行い、まちづくりに対する区民の意識を高めつつ、
計画的な土地利用を進めます。

□　�住み、働き、憩う、にぎわいのある拠点として駅周辺の充実を図るため、駅前広場の整備や駅周
辺の交通基盤の整備を進めるとともに、地域の特性に応じたエリアマネジメントを支援します。

□　�面的な市街地の機能向上や良好な住環境の維持・向上を図るため、地区計画等を活用しなが
ら、地域の特性や実情を踏まえた街づくりを進めます。

□　�空家等対策、細街路の拡幅整備などを進めながら良好な住環境を整えるとともに、分譲マン
ションの適切な維持管理等に向けた情報提供や住宅確保要配慮者に対する支援などを進め、
住生活の安定と向上を図ります。

３　施策の体系
政策13　地域街づくり
施策１　計画的な土地利用の推進～計画的な土地利用を図り、区民主体のまちづくりを推進します～
　 【計画事業】区民との協働による街づくりの推進
施策２　駅周辺拠点の形成～駅周辺を、住み、働き、憩う、にぎわいのある拠点とします～
　 【計画事業】新小岩駅周辺開発事業
新【計画事業】新小岩駅周辺開発事業と連動した公共公益施設の整備
　 【計画事業】金町駅周辺の街づくり
　 【計画事業】金町駅周辺の街づくりと連動した公共公益施設の整備
　 【計画事業】立石駅周辺地区再開発事業
　 【計画事業】立石駅周辺地区再開発事業と連動した公共公益施設の整備
　 【計画事業】高砂駅周辺の街づくり
　 【計画事業】四ツ木駅周辺の街づくり
施策３　地域の街づくり～地域特性や地域の実情を活かした街づくりを進めます～
　 【計画事業】青戸六・七丁目地区の街づくり
施策４　良好な住環境づくり～良好な住環境を整え、住生活の安定と向上を図ります～
　 【計画事業】空家等対策
　 【計画事業】細街路拡幅整備事業

地域の特性を活かした魅力あふれるまちづくりを�
進めます

政策
13

地域街づくり
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１　政策目的
□　�災害時の被害を最小限に食い止める事前復興と減災の視点から、災害に強い市街地の形成を
促進します。また、日頃から災害に備えて強固な防災体制を築くことで、誰もがいつまでも
安全に暮らし続けられるようにします。

□　�地域の人々が一体となって防犯活動を展開するとともに、区民が、賢く、自立した消費者と
して生活できる環境を整備し、犯罪がなく、安全に暮らせるまちをつくります。

２　政策の方向性
□　�災害に強く、安全で、安心して生活できる街づくりに向け、建築物の不燃化や耐震化の促進、
液状化対策の支援等を行うとともに、密集市街地の住環境の改善や防災性の向上を促進します。

□　�災害発生時に的確な対応と迅速な復旧ができるように、災害対策本部機能や災害情報の伝達、
避難所、医療救護活動などの体制強化を進めます。

□　�防災活動拠点となる公園や公共施設を活用した防災訓練等を促進し、自助・共助の視点を基
本に、地域で救援・応急活動を迅速に行える環境整備を進めます。

□　�犯罪や事故から身を守り、安全で、安心して暮らせるよう、地域の自主的な防犯活動への支
援、自転車盗難や特殊詐欺被害など犯罪の防止に向けた啓発活動、消費者教育等を進めます。

３　施策の体系
政策14　防災・生活安全
施策１　防災街づくり～災害に強く、安全で、安心して生活できる街をつくります～
　 【計画事業】四つ木地区の街づくり　　　　　　【計画事業】東四つ木地区の街づくり
　 【計画事業】東立石地区の街づくり　　　　　　【計画事業】堀切地区の街づくり
　 【計画事業】民間建築物耐震診断・改修事業　　【計画事業】地盤の液状化対策
施策２　災害対策～災害に対し的確な対応と迅速な復旧ができる体制をつくります～
　 【計画事業】災害対策本部運営の強化　　 【計画事業】水害対策の強化
　 【計画事業】受援・物資搬送の強化　　新【計画事業】女性視点の防災対策推進
新【計画事業】災害医療体制の強化
施策３　防災活動～災害発生時に地域で救援・応急活動を迅速に行えるようにします～
　 【計画事業】地域防災の連携・強化　　　　【計画事業】防災の意識啓発
　 【計画事業】防災活動拠点の整備・更新　　【計画事業】学校避難所の防災機能の強化
　 【計画事業】災害時協力井戸設置助成
施策４　地域安全～犯罪や事故から身を守り、安全で、安心して暮らせるまちにします～
　 【計画事業】地域安全活動支援事業
施策５　消費生活～賢い消費者として正しい知識を身につけ、安心して生活できるようにします～
　 【計画事業】消費者対策推進事業

災害に強く、犯罪のない安全・安心なまちにします

政策
14

防災・生活安全
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１　政策目的
□　�道路の新設、拡幅、無電柱化等により安全で利便性の高い道路ネットワークを整備するとと
もに、道路と鉄道の連続立体交差化により踏切をなくし、渋滞のない快適な交通環境を実現
します。

□　�自転車や歩行者の交通環境の整備や交通安全に対する意識の醸成を図り、子どもから高齢者
まで誰もが事故なく安全に生活できるようにします。

□　�新金貨物線の旅客化をはじめとする鉄道網の整備やバス交通の充実など移動しやすい環境整
備を進め、誰もがいきいきと活動できる活力あるまちをつくります。

２　政策の方向性
□　�誰もが安全かつ快適に通行できる道路交通網の充実に向け、都市計画道路の整備や道路・橋
梁・歩行空間の修繕・改修、区道の無電柱化、街づくりと連動した連続立体交差化による踏
切の除却等を進めます。

□　�自転車専用通行帯等の整備や自転車駐車場の整備、違法駐輪対策、シェアサイクルの導入な
ど、自転車を安全かつ快適に活用できるようにします。また、交通安全ルールやマナーの啓
発、高齢者の視点を踏まえた事故防止対策等を行い、交通事故の防止に取り組みます。

□　�新金貨物線の旅客化の実現や地下鉄８・11号線の延伸、環七高速鉄道（メトロセブン）の
建設などの鉄道整備に向けた取組を進めるとともに、バス交通の充実を図り、区内を移動す
るあらゆる人にとって、分かりやすく・利用しやすい公共交通を実現します。

３　施策の体系
政策15　交通
施策１　道路交通網の充実～誰もが安全かつ快適に通行できるよう、道路交通網の充実を図ります～
　 【計画事業】都市計画道路の整備
　 【計画事業】無電柱化の推進
　 【計画事業】新中川橋梁架替事業
　 【計画事業】京成押上線（四ツ木駅～青砥駅間）連続立体交差事業
　 【計画事業】京成高砂駅～江戸川駅付近鉄道立体化事業の推進
施策２　�自転車活用の推進～自転車の安全かつ快適な活用を図るとともに、歩行者・自転車の安

全を確保し、交通事故を減らします～
新【計画事業】自転車利用環境の整備推進事業
　 【計画事業】自転車駐車場整備事業
施策３　公共交通の充実
　　　　～区内を移動するあらゆる人にとって、分かりやすく・利用しやすい公共交通を実現します～
新【計画事業】新金貨物線の旅客化
　 【計画事業】地下鉄８・11号線及び環七高速鉄道（メトロセブン）建設促進事業
　 【計画事業】バス交通の充実

誰もが安全かつ快適に移動できるまちにします

政策
15

交通
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１　政策目的
□　�身近なオープンスペースとして公園を整備・保全し、人々が気軽に集い、憩い、心を通わせ
ながら活動できるようにします。

□　�区内を流れる河川と一体となった公園などを整備し、貴重な自然環境を次世代へつなぐとと
もに、豊かな水と緑や生態系に親しみ、楽しめるようにします。

２　政策の方向性
□　�公園の計画的な整備・改修や地域の団体等による管理運営等の支援などを行い、多くの区民
が集い、憩い、活動できる空間をつくります。

□　�河川と一体となった公園の整備や河川敷の公園のバリアフリー化、水元小合溜の水環境の保
全など、河川を活かした快適な空間を整備し、多くの人々が集い、憩える場として水辺を積
極的に活用します。

３　施策の体系

政策16　公園・水辺
施策１　公園整備～多くの区民が集い、憩い、活動できる公園を整備します～
　 【計画事業】地域の核となる公園の整備
施策２　水辺整備～河川を活かした快適な空間を整備し、多くの区民が水辺に親しめるようにします～
新【計画事業】河川環境改善事業
　 【計画事業】水の拠点の整備
　 【計画事業】水辺のネットワーク事業

水や緑に親しめる、安全で快適な空間をつくります

政策
16

公園・水辺

堀切菖蒲園
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１　政策目的
□　�まちの美化活動に取り組むとともに、豊かな緑とたくさんの花で彩ることで、美しい都市環
境が広がるようにします。

□　�エネルギー利用の効率化を推進して脱炭素社会を実現するとともに、3Rやごみの適正処理など
を推進して資源循環型地域社会を形成し、人と地球環境にやさしい持続可能なまちをつくります。

２　政策の方向性
□　�エネルギー利用の効率化に向けた普及啓発や助成を進めるとともに、温室効果ガスの排出量
削減や気候変動の影響に対する取組（適応策）を行い、地球温暖化対策を進めます。

□　�緑と花でいっぱいの美しい都市環境づくりに向け、花いっぱいのまちづくり活動に取り組む
団体や個人・家庭への支援などを進めます。

□　�外来種の調査・駆除や在来種の保護、環境学習の充実などを行い、豊かな自然を守り、生物
多様性の保全に努めます。

□　�良好な生活環境が保たれ、快適に住み続けられるよう、環境調査による監視や公害の是正・
指導、近隣公害の普及啓発などに取り組みます。

□　�持続可能な資源循環型地域社会を形成するため、発生抑制を最優先とした情報提供や食品ロ
スの削減に向けた取組の推進、プラスチックの3Rや回収・適正処理の徹底等を進めます。

□　�ごみのない、きれいで清潔なまちをつくるため、喫煙ルール・マナーの徹底や区民の主体的
な美化活動への支援を行います。

３　施策の体系
政策17　環境
施策１　地球温暖化対策～省エネ行動や再生可能エネルギー利用を促進し、地球温暖化対策を進めます～
　 �【計画事業】区民の環境行動推進
　 【計画事業】事業者の環境行動推進
　 【計画事業】区の環境行動推進
新【計画事業】気候変動適応策の推進
施策２　緑と花のまちづくり～緑と花でいっぱいの美しい都市環境をつくります～
　 【計画事業】緑と花のまちづくり事業
施策３　自然保護～豊かな自然を守り、生物多様性の保全に努めます～
　 【計画事業】生物多様性の保全
新【計画事業】外来種対策
施策４　生活環境保全～良好な生活環境が保たれ、快適に住み続けられるようにします～
施策５　�資源循環の促進～持続可能な資源循環型地域社会の形成を促進し、環境への負荷を低減させます～
新【計画事業】資源循環による環境負荷の低減促進
　 【計画事業】かつしかルール推進事業
施策６　まちの美化推進～ごみのない、きれいで清潔なまちにします～

自然を守り、快適で美しい環境をつくります

政策
17

環境
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１　政策目的
□　�区内の優れた製品・技術を次世代へ継承しつつ、誰もが創業しやすい環境づくりや企業間の
連携を図る体制を整備することで、国内外で活躍する優良企業が次々と生まれ、集まる、活
力あるまちをつくります。

□　�多くの人でにぎわう便利で魅力的な商店や、身近に広がる都市農地に親しみながら、生活を
豊かに楽しめるまちをつくります。

□　�若者や高齢者、女性、外国人など誰もが、それぞれの個性や能力を活かしながら、生涯にわ
たっていきいきと働き、活動できるようにします。

２　政策の方向性
□　�区内産業の活性化に向け、新たな技術や事業の創出を支援し、区内で創業しやすい環境をつ
くるとともに、区内の優れた製品・技術や伝統工芸品、商店街などの区内産業の魅力を広く
アピールします。

□　�区内の事業所が安定的に経営できるよう、事業承継の促進やインボイス制度の導入対策等の
支援を進めます。

□　�都市農地の保全を図るため、農地とふれあう環境づくりや、農地所有者に対する支援等を進めます。
□　�女性や若者、高齢者などの就職支援や区内企業の人材育成の支援等を行い、区民のキャリア
アップと就労を支援します。

３　施策の体系
政策18　産業
施策１　産業の活性化
　　　　�～新たな技術や事業の創出を支援するとともに、区内産業の魅力を広くアピールして、産

業を活性化します～
　 【計画事業】葛飾ブランド創出支援事業　　【計画事業】東京理科大学との産学公連携推進事業
　 【計画事業】伝統産業販路拡大支援事業　　【計画事業】創業支援事業
施策２　経営支援～区内の事業所が安定的に経営できるようにします～
　 【計画事業】事業承継支援事業
　 【計画事業】公衆浴場ガス化等支援事業
施策３　�都市農地の保全～農地とふれあう環境づくりや農地所有者の支援を行い、都市農地の保

全を図ります～
　 【計画事業】農地保全支援事業
施策４　キャリアアップ・就労支援～区民のキャリアアップと就労を支援します～
　 【計画事業】雇用・就業マッチング支援事業
　 【計画事業】区内産業人材育成支援事業

地域産業を活性化し、生活を豊かに楽しめるように
します

政策
18

産業
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１　政策目的
□　�本区の有する豊かな観光資源を国内外に効果的に発信するとともに、新たな観光資源を創出
することで、多くの人が訪れ、滞在し、地域産業全体がにぎわうようにします。

□　�文化財をはじめとする文化的資源を保護し、活用しながら、本区の魅力を発掘し、磨き上げ
ることで、歴史や文化の理解を深めつつ、ふるさと葛飾を愛する心や誇りを育み、心豊かに
暮らせるようにします。

□　�区民が主体的・創造的に文化・芸術活動に親しめる環境を充実し、身近な地域で観る・聴く・
参加できる文化・芸術活動が、人と人とをつないでいく、葛飾らしい豊かな地域文化を育む
まちをつくります。

２　政策の方向性
□　�本区ゆかりのキャラクターや歴史・文化、自然などの豊かな資産を観光資源として発掘し磨
き上げ、また、観光情報の発信や案内機能の充実を図り、国内外から訪れる観光客をおもて
なしします。

□　�葛飾の観光における新たな魅力を発掘し、地域ならではのイベントを充実させるとともに、
より一層安全・安心なイベント運営を推進し、多くの人でにぎわうようにします。

□　�鑑賞事業のほか、参加型・体験型の文化芸術事業や若いアーティストの育成支援等を行い、
地域の文化芸術活動を活性化します。また、地域の歴史的・文化的資源の保存や情報発信等
を進めるとともに、観光振興や地域の活性化への活用を図ります。

３　施策の体系
政策19　観光・文化
施策１　観光まちづくり～本区ならではの観光資源を活かしたにぎわいのあるまちにします～
　 【計画事業】寅さん記念館・山田洋次ミュージアムのリニューアル
　 【計画事業】かつしか観光推進事業
　 【計画事業】観光資源づくり事業

施策２　観光イベント～地域ならではのイベントにひかれ、多くの人でにぎわうようにします～

施策３　文化・芸術の創造
　　　　�～身近な地域で観る・聴く・参加することのできる文化・芸術活動を展開し、葛飾らしい

地域文化を育みます～

　 【計画事業】文化芸術創造のまちかつしか推進事業
新【計画事業】文化財の保存及び活用

まちの魅力を磨き上げ、発信し、にぎわいのあるま
ちにします

政策
19

観光・文化
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１　政策目的
　あらゆる世代の区民が、それぞれの状況に応じて主体的に自治町会活動をはじめとする様々な
地域活動に参加し、顔の見える関係をつくりながら地域の課題を解決していく、住みよいまちづ
くりを進めます。

２　政策の方向性
□　�地域団体や地域貢献活動団体の活動が積極的に行われるよう、自治町会活動の活性化を図り
つつ、地域活動の担い手の育成や地域で活躍する様々な団体への支援を進めるとともに、個
人でも活動に参加できる仕組みづくりやオンラインなどデジタル技術を地域活動に活用する
ための支援などを進めます。

□　�地域コミュニティ施設の適時適切な改修や維持管理、利便性の向上等を行い、利用しやすい
地域活動の場を提供します。

３　施策の体系
政策20　地域活動
施策１　地域力の向上～地域団体や地域貢献活動団体の活動が積極的に行われるようにします～

施策２　地域活動の場の提供～利用しやすい地域活動の場を提供します～

区民が主役となる、いきいきとした地域づくりを進
めます

政策
20

地域活動

ふるさと葛飾盆まつり
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　社会経済状況の変化が著しい中、基本計画に掲げる施策を着実に推進していくためには、社会の
変化に対応した柔軟な行政運営と、安定した財政基盤の構築が不可欠です。
　ここで示す行財政運営の取組指針は、基本計画に掲げる各施策の着実な推進を側面から支えると
ともに、行政の責務である「最小の経費で最大の効果を挙げる」ための不断の取組の基本的な考え
方となるものです。

行財政運営の取組指針第４章

・現在の区の財政は、区民税や特別区財政調整交付金による歳入が大きく、今後の少子高齢化
の進行・生産年齢人口の減少を鑑みると、その先行きは決して楽観視できるものではあり

・本区の公共施設は昭和４０年代から５０年代に整備されたものが多く、今後、順次施設の更
新時期を迎えるほか、区民ニーズの多様化による行政需要の増加も見込まれています。

・令和２年に発生した新型コロナウイルス感染症の拡大によって、落ち込んだ経済の回復には
数年を要するとも言われていますが、今後、地域経済に対する支援のほか、感染症によって
失われた機会や利益をできるだけ早期に回復させていかなければなりません。

・区民サービスを一層向上させていくという視点に立って経営改革の取組を進めるとともに、
歳出削減・歳入確保等を図って財政基盤をより強固なものとすることで、持続可能な行財政
運営を進めていく必要があります。

行財政運営の現状と課題

１ 区民サービスの向上と開かれた区政の実現
（１）事業のスクラップアンドビルドの加速

による改革の推進
（２）デジタル化の推進
（３）施設マネジメントの推進
（４）委託業務の再検証・民間ノウハウの活用
（５）行政の透明性の向上

３ 健全財政の推進
（１）歳出の削減・歳入の確保
（２）財政基盤の強化に向けた取組の推進

２ 職員の能力向上と執行体制の確立
（１）職員の適正配置・簡素で柔軟な組織整備
（２）職員の能力開発・人材育成
（３）多様な勤務形態の採用

今後10年間の行財政運営の方向性

上記に掲げた方向性を具体化したプログラムを策定するとともに、年度ごとに取組の総括・
進行管理を行い、改革に向けた着実な取組を進めていきます。

行財政改革の進行管理

ません。
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